
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
十

五
日
に
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
分
県
別
府
市
石
垣
西
一
〇
丁
目
二
番
三
五
号

有
限
会
社
日
本
料
理
天
狗
童

清
算
人

相
原

崇

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

宮
崎
市
阿
波
岐
原
町
前
浜
四
二
七
六
番
地
五
三

株
式
会
社
都
装
備

代
表
清
算
人

都
原

清
次

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
十
六
日
の
解
散
命
令
に
よ

り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

福
島
県
福
島
市
松
木
町
一
〇
番
一
九
号

弁
護
士

法
人
新
開
法
律
事
務
所

宗
教
法
人
巳
明
院

清
算
人

弁
護
士

新
開

文
雄

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
六
月
十
日
門
真
市
長
の
認
可
に

よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
府
門
真
市
末
広
町
四
三
番
一
号

門
真
市
幸
福
東
土
地
区
画
整
理
組
合

代
表
清
算
人

川
村

光
世

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

和
歌
山
県
田
辺
市
下
屋
敷
町
八
〇
番
地

学
校
法
人
め
ぐ
み
学
園

清
算
人

藤
藪

庸
一

解
散
公
告
（
第
一
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

沖
縄
県
那
覇
市
国
場
七
二
四
番
三

医
療
法
人
ゆ
う
り
な

清
算
人

吉
田

馨

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
堺
市
長
の
認
可

に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
五
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
城
見
一
丁
目
二
番
二
七
号

ク
リ
ス
タ
ル
タ
ワ
ー
一
二
階
株
式
会
社
Ｕ
Ｒ
リ
ン

ケ
ー
ジ
西
日
本
支
社
内

堺
市
高
倉
台
近
隣
セ
ン
タ
ー
土
地
区
画
整
理
組
合

代
表
清
算
人

野

佳
成

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
責
任
役
員

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
五

日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
八
年
六
月
十
六
日

山
口
県
岩
国
市
相
ノ
谷
二
八
九
番
地

宗
教
法
人
常
善
寺

清
算
人

龍
石

章
史

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
定
時
総
会

で
決
議
し
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
広
島
県
知
事
の
認
可

に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
二
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

広
島
県
呉
市
東
惣
付
町
一
番
五
号

惣
付
生
産
森
林
組
合

代
表
清
算
人

水
口

正
信

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
責
任
役
員
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十

二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

愛
媛
県
西
条
市
周
布
一
四
〇
六
番
地
一

賢
如
院

清
算
人

池
田
日
出
夫

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六

月
十
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

長
崎
市
新
地
町
八
番
一
四
号

医
療
法
人
せ
と
ぐ
ち
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

清
算
人

瀬
戸
口
正
幸

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
解
散
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
令
和
八
年
六
月
十
二
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
四
丁
目
二
番
二
〇
号

医
療
法
人
三
真
会

清
算
人

石
川

真

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

長
崎
県
長
崎
市
向
町
一
七
〇
七
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
農
業
サ
ー
ク
ル

清
算
人

岩
尾

治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
八
日
開
催
の
臨
時
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
三
丁
目
三
〇
番
二
六
号

有
限
会
社
ス
ワ
ン
ス
ワ
ン
バ
レ
エ
ス
ク
ー
ル

清
算
人

菊
地

修
平

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
一
般
社
団
法
人

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
一
四
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

宮
崎
市
鶴
島
一
丁
目
四
番
八
号
ル
・
グ
ラ
ン
鶴
の

島
二
〇
三
号一

般
社
団
法
人
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
宮
崎

代
表
清
算
人

羽
田

正
治


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